
 

 

 

 

 

 

金沢区米軍施設・区域返還跡地利用対策協議会から要望書が提出されました 

 

 本日、金沢区米軍施設・区域返還跡地利用対策協議会（以下、「協議会」という。） 

会長 横井正巳氏から、「池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）における住宅等建

設の取り止めに際して」の要望書が提出されましたので、お知らせします。 

なお、この要望書は、平成30年11月20日の協議会において、国から横浜市域における

家族住宅等の建設を取り止めると説明されたことを受け、地元意見を踏まえて協議会の

要望としてまとめられたものです。 

 本市では、今回の要望書を踏まえ、今後、国に対し必要な要請を行っていきます。 

１ 地元からの要望内容 

・将来的に住宅等建設が再度計画されないことについて 

・飛び地を含む横浜市域の返還について 

・飛び地の早急な利用開始への全面的な協力について 

・住民への情報提供について 

（※詳細については、別紙１「要望書」参照） 

２ 要望書の受理に関する横浜市長コメント 

協議会の皆様には、平成16年の設立以来、昨年11月に住宅建設が取り止めと

なるまでの長い間、真摯にご議論いただいており深く感謝しております。 

このたび受領しました要望書に込められた地元金沢区の皆様の思いをあら

ためて深く受け止めております。 

要望内容が反映されるよう、引き続き、市としての要請を国に行うとともに、

都度適切な説明を求めてまいります。 

３ 参考 

(1)金沢区米軍施設・区域返還跡地利用対策協議会 

（旧：金沢区米軍施設建設・返還跡地利用対策協議会） 

池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域における飛び地部分の返還に係る跡

地利用等や、旧富岡倉庫地区、旧小柴貯油施設等の跡地利用等について協議し、

地元の意見・要望を関係機関に対し適時・的確に伝えることにより、地元の意向

を最大限に反映させることを目的に、施設周辺の地区連合町内会長及び単位町内

会長を委員とし構成される組織。 

※会長： 横井 正巳
よ こ い  ま さ み

 氏 （金沢区町内会連合会長） 

(2)米軍家族住宅建設計画に係るこれまでの経緯（別紙２） 

お問合せ先 

政策局基地対策課担当課長  矢口 明 Tel 045-671-2060 
 

令 和 元 年 ６ 月 2 4 日 
政 策 局 基 地 対 策 課 
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令和元年６月24日 

横浜市長 林 文 子  様 

金沢区米軍施設・区域返還跡地利用対策協議会 

会 長  横 井 正 巳 

池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）における 

住宅等建設の取り止めに際して（要望） 

はじめに 

今回の要望書は、平成 30 年 11 月 20 日、当協議会に対し、国から「神奈川県内の米軍施設・

区域の整理等について」により、池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）における住宅等

の建設を取り止めると説明されたことを受け、現時点における地元意見を踏まえ、協議会の要

望としてまとめたものです。 

横浜市においては、私たち金沢区民の思い、これまでの経緯をあらためて深く受け止め、国

との調整に取り組んでいただきたいと思います。 

要望書を提出する趣旨 

私たちは、平成 15 年に国から横浜市に池子地区での住宅建設計画に関する意見照会が行わ

れたことを契機に、金沢区内の米軍施設の早期全面返還を目指す「池子(横浜市分)接収地返還

促進金沢区民協議会」とは別に住宅等建設への対応を集中して検討するためこの協議会を立ち

上げ、地域の非常に重い課題として真剣に議論を交わし、横浜市を通じて国に意見を伝えてき

ました。今回の住宅等の建設取り止めは、建設による弊害がなくなることから、協議会として

も歓迎するものではあります。 

しかし、この建設取り止めは、正式に申し入れがあった平成 16 年当時、どうしても必要であ

るとされていた住宅建設戸数が二度にわたり縮減され、遂に中止に至ったものです。その間の

国の対応においては、当協議会の要望に対する回答は具体性を欠き、直近の要望へは回答自体

がなく３年以上が経過するといったものでした。 

この 14 年間、住宅等建設を受け入れざるを得ない私たちの苦悩は大変大きいだけでなく、こ

のように、計画案が変更される都度、大きく振り回されることともなりました。国には私たち

金沢区民に不要な負担をかけ続けてきたとあらためて認識していただきたいと思います。国か

らの住宅等の建設取り止めの知らせにあたり、このような思いのもと、地元の総意として現時

点における要望を述べるものです。 

別紙１
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長方形



１ 将来的な住宅等の建設について 

住宅等の建設が取り止めとなった以上、横浜市域において住宅等建設が再度計画されるこ

とのないよう強く求めます。 

２ 飛び地を含む横浜市域の返還について 

 住宅等の建設取り止めを踏まえ、飛び地を含む池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）

の返還を求めます。 

特に、飛び地については平成 16 年の日米合意において、返還方針が既に合意されていま

す。しかし、今回見直された日米合意では、住宅等の建設が取り止められたにもかかわらず、

飛び地の返還については触れられておらず、深い失望を禁じ得ません。 

住宅等の建設が取り止めとなった以上、飛び地については、速やかに返還されるべきです。

横浜市においては、状況の変化を踏まえ、横浜市域の返還について国と調整いただくととも

に、飛び地については早期返還が実現するよう国と調整してください。 

３ 飛び地の早急な利用開始への全面的な協力について 

飛び地を含む池子住宅地区及び海軍補助施設（横浜市域）の一部は既に広域避難場所とし

て指定されていますが、フェンスに囲まれ厳重に施錠されており、万が一の際、実際に使用

できるか疑問です。平成 30 年 11 月 20 日の協議会においても、国から具体的な説明はありま

せんでした。 

そこで、特に飛び地については、これまで重ねて要望してきたとおり、発災時には広域避

難場所として速やかに使用できるよう、その機能や設備の確保・運用について、国と調整し

てください。 

４ 住民への情報提供について 

これまでの経緯を踏まえ、国からの回答については、適切な期間内に書面による回答を希

望します。加えて、この要望の実現に向けた取組の進捗について、定期的に協議会に説明し

ていただくとともに、必要に応じて、適宜、国に出席を求めてください。 



年 月日 動　　向

日米合同委員会 第２回施設調整部会　開催

　池子地区（横浜市域）において800戸程度の住宅等の建設がなされれば、根岸住宅地区ほ
か４施設の返還が可能となることについて、日米間で認識が一致

8月4日 本市は、国に対し新たな提案を実施

①　国からの返還提案に加え、小柴貯油施設等の返還を実現すること
②　住宅等建設については、緑を可能な限り残し、自然環境の保全に十分配慮するととも
に、住宅建設戸数のできる限りの削減を行うこと

9月2日 日米合同委員会 第３回施設調整部会　開催

本市からの提案を踏まえ
① 上瀬谷通信施設・深谷通信所・富岡倉庫地区・根岸住宅地区の全部、池子住宅地区及び
海軍補助施設（横浜市域）の飛び地、小柴貯油施設の一部を返還
② 住宅等建設については、改変面積を横浜市域の半分以下に抑制し、自然環境の保全に配
慮するとともに、住宅建設戸数を700戸程度に縮減

9月22日 本市は「住宅建設」と「施設返還」について、国との具体的協議に入ることを表明

10月18日 日米合同委員会において第３回施設調整部会の協議内容を承認

12月3日 金沢区米軍施設建設・返還跡地利用対策協議会（以下、「金沢区対策協議会」）設立※１

8月17日
国が米軍家族住宅等の「基本配置計画案（700戸の計画案）」を本市に提示
国が「基本配置計画案」を金沢区対策協議会に説明

9月21日 金沢区対策協議会から「基本配置計画案」について、本市に対し要望

10月2日 本市は「基本配置計画案」について、国に対し要請

6月13日 国が基本配置計画案を見直した「基本構想等」を本市に提示

6月25日 国が「基本構想等」を金沢区対策協議会に説明

7月25日 金沢区対策協議会から「基本構想等」について、本市に対し要望

8月16日 本市は「基本構想等」について、国に対し要請

日米合同委員会 第４回施設調整部会　開催

　現時点における横須賀地区の家族住宅の不足数の検証及び池子（横浜市域）における住宅
建設戸数の再検討について検討・協議を開始

これを受けて本市は国に対し要請

①　住宅建設戸数の再検討に当たり、更なる削減が可能となるように最大限努力すること
②　返還が合意されたものの、未だ実現していない施設の返還を速やかに実現すること

日米合同委員会 第５回施設調整部会　開催

①　現時点において、横須賀海軍施設のために必要となる家族住宅の戸数は約700戸
② 当面の措置として、池子（横浜市域）における住宅建設戸数は、根岸住宅地区の移設分
として約400戸程度を建設
③ 16年に建設を合意した700戸程度との差、約300戸については、将来においてその時点で
の需要を考慮し、日米間で協議の上建設することとし、その建設場所については、池子（横
浜市域）が一つの選択肢としてあり得るが、将来改めて日米間で協議

9月30日 日米合同委員会において第５回施設調整部会の協議内容を承認

7月20日 国が米軍家族住宅等の「基本配置計画案（385戸の計画案）」を提示

8月5日 国が「基本配置計画案（385戸の計画案）」を金沢区対策協議会に説明

米軍家族住宅建設計画に係るこれまでの経緯

（裏面あり）
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別紙２



日米合同委員会 第６回施設調整部会　開催

① 今後、確認される要件及び地元関係自治体の意見を十分踏まえつつ、日米間で最終的な
当該基本配置計画を作成することについて確認
② 家族住宅及びその支援施設の所要等に係る基本的な事項として、横浜市からの要望であ
る緑・自然環境の保全等を踏まえ、次のとおり日米間で認識が一致
　・家族住宅は、鉄筋コンクリート造３階建て連棟式共同住宅等（385戸）として整備
　・支援施設の総延べ床面積（建築基準法による延べ床面積）は、27,455㎡以下
　・各建物の高さは20ｍ以下とし、建ぺい率は30％以下、容積率は80％以下

10月12日 国が「基本配置計画案（385戸の計画案）」を金沢区対策協議会に再び説明

11月7日 日米合同委員会において第６回施設調整部会の協議内容を承認

11月10日 金沢区対策協議会は「基本配置計画案（385戸の計画案）」について、本市に対し要望

11月30日 本市は「基本配置計画案（385戸の計画案）」について、国に対し要請

神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する施設調整部会  開催

現計画の
　・鉄筋コンクリート造３階建て連棟式共同住宅等385戸→同２階建て連棟式共同住宅等
　　171戸に変更する。
以上について、認識が一致

日米合同委員会　開催

神奈川県における在日米軍施設・区域の整理等に関する施設調整部会において日米間で認識
が一致した内容を承認。

6月4日
国が米軍家族住宅等の「基本配置計画案（171戸の計画案）」を提示
国が「基本配置計画案（171戸の計画案）」を金沢区対策協議会に説明

12月9日 国が「地元要望への対応方針」を金沢区対策協議会に説明

12月26日 金沢区対策協議会は「地元要望への対応方針の再説明」について、本市に対し要望

1月9日 本市は「地元要望への対応方針の再説明」について、国に対し要請

4月23日 国が「地元要望への対応方針」を金沢区対策協議会に再説明

7月16日 国が4月23日の補足説明を金沢区対策協議会に説明

7月29日 金沢区対策協議会は「基本配置計画案（171戸の計画案）」について、本市に対し要望

9月18日 本市は、「横浜市域における住宅建設」について、国に対し要請

日米合同委員会　開催

横浜市域における家族住宅等の建設は、双方の合意により取り止めとなった

11月20日 国が「家族住宅等建設取り止め」について金沢区対策協議会に説明

2019 6月24日 金沢区対策協議会は「住宅等建設の取り止め」について、本市に対し要望

※１

※２

「金沢区米軍施設建設・返還跡地利用対策協議会」（略：金沢区対策協議会）
令和元年6月17日に「金沢区米軍施設・区域返還跡地利用対策協議会」へ名称変更
　池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域の飛び地部分の返還に係る跡地利用等や、旧小柴貯油施
設、富岡倉庫地区等の跡地利用等について協議し、地元の意見・要望を関係機関に対し適時・的確に伝
えることにより、地元の意向を最大限に反映させることを目的に、施設周辺の地区連合町内会長及び単
位町内会長を委員とし構成される組織。

「日米合同委員会」
　日米安全保障条約及び日米地位協定に基づき両国間の協議機関として設置される。
　「施設調整部会」はその下部組織。

2014 4月17日

3月24日
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2018
11月14日
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2011
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